
社会福祉施設等総括表

2　設置主体別施設数

（令和7年4月1日現在）

設置者区分 公　　　　　　立 私                    立
　

国 県 市　町 計
社会福祉法

人
医療
法人

公益法人・
日赤

営利法人(会
社)

その他の法
人

その他 計

- 3 3 3

- 1 1 1

- 1 1 1

- - - - 5 - - - - - 5 5

1 1 - 1

- 1 1 1

- 11 11 11

- 2 2 2

2 2 7 2 3 12 14

- 4 10 1 15 15

3 3 82 5 196 54 337 340

2 2 2 2 4

1 1 - 1

- 1 1 1

29 29 293 10 32 335 364

6 6 70 45 115 121

3 3 15 4 3 22 25

- 2 1 3 3

- 2 2 4 4

児童館 30 30 4 4 34

児童プール - - -

児童遊園 27 27 - 27

小 計 - - 57 57 4 - - - - - 4 61

129 129 173 10 2 86 16 287 416

- 3 3 3

- 1 232 233 668 7 10 224 225 20 1,154 1,387

1 1 3 1 4 5

1 1 - 1

1 1 - 2 3 - - - - 1 4 6

2 2 - 2

- 126 4 34 23 1 188 188

- 3 2 5 5

- 1 1 1

- 14 1 4 3 22 22

- 15 10 5 30 30

- 17 21 21 59 59

- 126 4 75 94 299 299

- - - - 302 9 - 144 146 3 604 604

児童家庭支援センター

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

施

設

・

事

業

所

生活介護

療養介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

計

国

立

病

院

等

医療型障害児入所施設

計

国立病院助産施設

特例保育
（旧へき地保育所）

児童心理治療施設

保育所

放課後児童クラブ

児

童

厚

生

施

設

幼保連携型認定こども園

母子生活支援施設

小規模保育

家庭的保育

総

　

　

数施設種類

児童養護施設

福祉型障害児入所施設

保

護

施

設

救護施設

児童自立支援施設

乳児院

医療保護施設

児

童

福

祉

施

設

等
計

助産施設

事業所内保育

児童発達支援センター（知的障
害児を主たる対象にするもの）

児童発達支援事業所（重症心
身障害児を対象にするもの）

授産施設

計

児童発達支援・放課後等デイ
サービス・保育所等訪問支援



社会福祉施設等総括表

2　設置主体別施設数

（令和7年4月1日現在）

設置者区分 公　　　　　　立 私                    立
　

国 県 市　町 計
社会福祉法

人
医療
法人

公益法人・
日赤

営利法人(会
社)

その他の法
人

その他 計

総

　

　

数施設種類

1 1 11 1 1 23 36 37

1 1 - 1

(1) (1) (1)

2 2 - 2

(1) (1) (1)

- 2 2 4 11 1 - 1 23 - 36 40

2 2 28 28 30

- 168 168 168

- 38 38 38

- 42 31 3 122 5 203 203

15 15 3 3 18

42 42 - 42

- 163 40 8 113 11 335 335

14 14 15 15 29

1 1 103 66 1 155 17 1 343 344

- - 74 74 560 137 12 390 33 1 1,133 1,207

- 168 168 168

1 1 19 42 61 62

- - -

1 1 12 1 1 14 15

- - 2 2 187 54 - - 1 1 243 245

17 17 17 11 8 1 37 54

4 4 12 46 12 90 19 9 188 192

- 1 1 2 2

1 1 - 1

- 1 1 1

- 4 6 2 12 12

46 46 - 46

11 11 - 11

23 23 15 15 38

(1) (1) (1)

1 5 413 419 1,618 271 43 849 450 35 3,266 3,685

注：1) 「特別養護老人ホーム」と「指定介護老人福祉施設」は同一施設であるため、合計には一方の数値のみ含めている。

     2) 視聴覚障害者情報提供施設[点字図書館]の（　　）は分館で外数を示す。

     3) 情緒障害児短期治療施設は平成29年度から児童心理治療施設に施設名称が 変更された。

　  4）「介護医療院」は、平成30年4月の介護保険法改正により創設されている。

     6)特例保育以外の保育施設（旧へき地保育所）は認可外保育施設であるため削除。

　  5)指定介護療養型医療施設は令和6年3月31日をもって廃止となったため削除。

合 計

婦人保護施設

社会福祉法授産施設

地域活動支援センター

老人福祉センター

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

身体障害者福祉センター

視聴覚障害者情報提供施設
[点字図書館]  2)

計

特別養護老人ホーム
(地域密着型特別養護老人ホームを
含む)  1)

老

人

福

祉

施

設

等

養護老人ホーム

訪問看護ステーション

原爆ホーム

地域包括支援センター

社会福祉センター

無料低額診療施設

生活館

へき地保健福祉館

介

護

保

険

施

設 計

介護医療院 4)

老人憩の家

デイサービスセンター

生活支援ハウス

指定介護療養型医療施設

認知症高齢者グループホーム

計

介護老人保健施設

指定介護老人福祉施設
(地域密着型指定介護老人福祉施設
を含む)  1)


